
 

   ７教参学第 23 号 

令和７年７月 17 日 

 

各都道府県教育委員会担当課長 

各政令指定都市教育委員会担当課長 

各都道府県私立学校主管部課長 

構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた 

学校設置会社を所轄する各地方公共団体の 

学 校 設 置 会 社 担 当 課 長 

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課 長 

大学を設置する各学校設置会社担当課長 

各文部科学大臣所轄学校法人担当課長 

独立行政法人国立高等専門学校機構担当課長 

厚生労働省医政局医療経営支援課長 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長 

 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課長 

中 園  和 貴 

   

「女性活躍・男女共同参画の重点方針2025（女性版骨太の方針2025）」 

を踏まえた取組の推進について（依頼） 

 

男女共同参画社会の実現に向けた施策の推進につきましては、平素より格段の御協

力を賜り厚く御礼申し上げます。 

先般、「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2025（女性版骨太の方針 2025）」（令和

７年６月 10 日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定。以

下「重点方針」という。）を策定しました。 

重点方針では、基本的な考え方として、男女共同参画社会基本法に基づく「第５次

男女共同参画基本計画～すべての女性が輝く令和の社会へ～（令和２年 12 月 25 日閣

議決定。以下「５次計画」という。）」を着実に実行した上で、５次計画で決定した成

果目標の達成や施策の実施に向けた取組の更なる具体化を行うとともに、新たに取り

組む事項として、「Ⅰ女性に選ばれ、女性が活躍できる地域づくり」、「Ⅱ全ての人が希

望に応じて働くことができる環境づくり」、「Ⅲあらゆる分野の意思決定層における女

性の参画拡大」、「Ⅳ個人の尊厳が守られ、安心・安全が確保される社会の実現」「Ⅴ女

性活躍・男女共同参画の取組の一層の加速化」について、政府全体として今後重点的

に取り組むべき事項を定めています。 

殿 

「女性活躍・男女共同参画の重点方針 2025（女性版骨太の方針 2025）」を踏ま

えた取組の推進の依頼と、「生命（いのち）の安全教育」等について周知するも

のです。 



重点方針の概要については、別添１のとおりです。また、全文は下記参考１の内閣

府 web サイトを御参照ください。 

文部科学行政関連記載については、別添２のとおり、 

 全国の大学生等を対象とした社会課題の解決やビジネスでの起業等、「新たな価

値を生み出していく精神」を涵養するアントレプレナーシップ教育の充実（上記

Ⅰ関係） 

 大学を核とした地域の人材育成等のための連携基盤（地域構想推進プラットフォ

ーム）の整備促進や、推進役となるコーディネーターの活用等を通じた大学間・

産学官連携の強化等を通じた大学を活用した地方創生の取組を推進や、地域に不

可欠な人材育成機能の確保を図るなど、各地域の魅力的な大学づくりに関する取

組の推進（上記Ⅰ関係） 

 理工系分野での活躍を含む、女性の多様な選択を可能にするための教育・学習プ

ログラムの開発・普及や、教育分野のアンコンシャス・バイアスの解消や男女共

同参画の推進（上記Ⅲ関係） 

 出産・育児等のライフイベントと研究の両立や女性研究者リーダーの育成を一体

的に推進するダイバーシティ実現に向けた大学等の取組支援の強化（上記Ⅲ関係） 

 女性研究者が大学等において能力を発揮し、活躍できる環境を整えるため、各国

公私立大学等に対して、ハラスメント防止のための窓口の設置等の取組の実施状

況に関する調査の実施（上記Ⅲ関係） 

 子供たちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための「生命（いのち）

の安全教育」の推進など、子供の性被害防止に向けた対策（上記Ⅳ関係） 

 学校において、健康診断で月経随伴症状について所見を有する児童生徒の把握及

び必要に応じた産婦人科医等への相談や治療の案内に努めたり、月経の正しい理

解に資する冊子を活用し、児童生徒や学校関係者の理解を推進したりするととも

に、女性の生涯を通じた健康課題について学ぶ機会が得られるよう、自治体の保

健部局と教育委員会の連携の強化（上記Ⅳ関係） 

 各中央競技団体における女性理事の目標割合 40％の達成に向けた取組や、女性ア

スリートの健康課題に対する支援等のスポーツ分野における女性の参画・活躍の

促進（上記Ⅳ関係） 

等に重点的に取り組むこととしていますので、各地方公共団体・各学校設置者におか

れては、重点方針の趣旨の御理解と取組への積極的な御協力をお願いします。 

 

特に、「生命（いのち）の安全教育」については、令和５年度より全国展開を推進し

ているところです。令和４年 12 月に改訂された生徒指導提要では、性犯罪・性暴力

に関する対応として、「生命（いのち）の安全教育」を実施することが明記されまし

た。改めて教材及び指導の手引き等について周知いたしますので、各学校において、

これらを活用しながら「生命（いのち）の安全教育」へ積極的に取り組むようお願い

します。 



 

また、教職員や児童生徒の固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込みの解消に

向けて、教員向けの研修プログラム（参考３・４参照）や、小・中学生を対象にした

教材及び指導の手引き等（参考５参照）をホームページで公開しています。小中学生

の段階でこれらの意識を植え付けないことは子供たちの可能性を引き出す上で非常

に重要です。教員向けの校内研修や、授業での活用、児童生徒・保護者への資料配布

等に是非お役立てください。 

 

このことについて、各都道府県教育委員会担当課におかれては、市（指定都市を除

く。）区町村教育委員会及び所管の学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同じ。）

に対して、各指定都市教育委員会担当課におかれては、所管の学校に対して、各都道

府県私立学校主管部課におかれては、所管の学校及び学校法人等に対して、構造改革

特別区域法第 12 条第 1 項を受けた学校設置会社を所轄する各地方公共団体の学校設

置会社担当課におかれては、所管の学校設置会社に対して、国公立大学法人担当課に

おかれては、その設置する学校に対して、大学を設置する各学校設置会社担当課にお

かれては、その設置する学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれて

は、その設置する学校に対して、独立行政法人国立高等専門学校機構担当課におかれ

ては、その設置する高等専門学校に対して、厚生労働省医政局医療経営支援課及び厚

生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれては、所管の専修学校に対して、

周知くださるようお願いいたします。 

なお、学校に対する周知の範囲及び方法については、学校における働き方の観点か

ら、例えば他案件とまとめて周知する等、御担当において各学校の状況等を踏まえて

御判断いただくようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（参考） 

【参考１：女性活躍・男女共同参画の重点方針 2025 について】 

https://www.gender.go.jp/policy/sokushin/sokushin.html  

 

 

【参考２：生命(いのち)の安全教育の取組について】 

https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index2.html  

 

 

【参考３：男女共同参画の推進に向けた教員研修モデルプログラムについて】 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kyoudou/detail/1416258_00002.htm  

 

 

【参考４：独立行政法人教職員支援機構 学校における男女共同参画の推進： 

校内研修シリーズ No.117】 

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/117.html  

 

 

【参考５：学校と地域で育む男女共同参画について】 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kyoudou/detail/1376840_00004.htm  

 

 

【参考６：月経の正しい理解に資する冊子「月経の正しい理解とその対応」】 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/mext_02466.html 

 

 

 

以上 

[本件連絡先] 

       文部科学省総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課 

男女共同参画企画係 

電話:03-5253-4111 (内線 3268、3073) 

メールアドレス：danjo@mext.go.jp 
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＜令和２年度 次世代のライフプランニング教育推進事業＞

学校における男⼥共同参画の推進のための教員研修プログラム
〜「無意識の思い込み」に気付くために〜

男⼥共同参画の推進には、固定的な性別役割分担意識の解消や、「無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）」に気
付いて⾔動等を⾒直していくことが必要です。⽂部科学省では、初等中等教育の学校現場における男⼥共同参画について、教
員⾃⾝の「無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）」に気付きを促し、男⼥共同参画の基本理念や意義を整理すると
ともに、⽇常の教育活動や学校運営などを男⼥共同参画の視点から捉え直し、学校の管理職や教員⾃⾝の指導のヒントにつな
がる研修プログラムを作成しました。

＜研修プログラムで提供する教材＞ ＜研修の流れ＞

◆動画教材
ケース動画（１１の教育現場）の他、ケース動画のポイントを⽰す
解説動画、社会的な背景をまとめた講義動画などを掲載しています。

◆ワークシート
ケース動画を視聴したあとに、ケースを⾒て気付いたこと、ディス
カッションをして思ったこと、解説動画を視聴して研修を振り返り、
考えたこと等を記⼊します。
◆実施の⼿引き
動画教材を対象や時間、⽬的等に合わせて組み合わせて活⽤し、教
員研修プログラムを企画・実施するための⼿引きです。

教材は４種類の「動画教材」の他、「ワークシート」、研修プ
ログラムを企画・実施するための「実施の⼿引き」があります。

【基本ワーク（１回のワークでＳＴＥＰ１~３を⾏う場合）】
①時間 ６０分 ②形態 校内研修や教育センター等主催
※「実施の⼿引き」では、応⽤編として25分〜90分のワークの展開例
も⽰しています。

＜詳しくは、こちらから＞
●男⼥共同参画の推進に向けた教員研修モデル
プログラムの開発
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/kyoud
ou/detail/1416258_00002.htm






